
［村上市被災商業地域活性化事業］

令和４年８月３日からの大雨により被災した商業地域において
商工会等が取り組む販路拡大、賑わい創出、仮設店舗の設置、
商業施設の整備など対し、村上市が補助金を交付します。

■事業の概要

補助対象者
商工会、商工会議所、商店街振興組合、商店街協同組合、規約等
により代表者の定めがある任意団体など

補助対象事業
(1) 販売促進、賑わい創出等の取組
(2) 被災した事業者による空き店舗等を活用した仮設店舗等の設置
(3) 商業基盤施設の整備

補助対象経費

委員・講師等への謝金・旅費、会議費、会場借上料、工事費、器具・
設備等整備費、機械機具取得費、機器借上・賃借料、備品費、消耗
品費、雑役務費、委託費、広告宣伝費、店舗賃借料、その他事業の
実施に必要な経費

補助金額
補助率：補助対象経費 × 2/3以内

上限額：(1) 100万円 (2) 200万円 (3) 300万円

お問い合わせ

村上市 地域経済振興課 経済振興室

TEL：0254-53-2111
メール：keizai-kt@city.murakami.lg.jp

QRコード

①計画書提出
令和５年４月１日(金) ～ 令和５年12月21日(水)

※申請書を提出する前に、計画書を作成し、市及び県の事前審査を
受ける必要があります

②申請書受付 令和５年４月１日(金) ～ 令和６年1月31日(火)

※①の事前審査を受けた後、申請書を作成してください

提出方法

【郵送の場合】 〒958-8501 村上市三之町1-1
村上市地域経済振興課 宛て

【電子メールの場合】 keizai-kt@city.murakami.lg.jp

申請書類の
入手方法

下記、担当までご連絡ください

■事業採択までの手続き

mailto:keizai-kt@city.murakami.lg.jp


■補助事業の流れ

申請者 市 県

※申請書を提出する前に、計画書（案）を作成し、村上市及び新潟県の審査を受ける必要があります

②交付申請書

③事業着手
（工事着手）

④支払完了

⑤実績報告書

補助額確定
(支払)

※支払い完了日から30日以内または
令和６年２月28日のいずれか早い方
にまでに提出

①計画書の提出 市審査

審査

状況報告書
（３年間）

補助金の受領

⑥状況報告書
（３年間）

受理

交付決定の通知

審査
（検査）

県審査

審査結果の通知審査結果の受理※計画書の修正

ステップ２ ■交付申請

ステップ１ ■事前準備

ステップ３ ■事業の実施

交付決定の受理

ステップ４ ■実績報告

ステップ５ ■状況報告

審査変更・中止

※事業実施の翌年度から３年間、毎年４月末日までに提出


